
 
 
 

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て 

 

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
新
旧
対
照
表 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
納
付
書
及
び
納
入
書
の
様
式)

 

第
十
三
条 

略 

２ 

略 

    

３
～
５ 

略 

 

（
延
滞
金
の
減
免
） 

第
二
十
六
条 

所
長
が
法
第
五
十
六
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条

の
四
十
四
第
五
項
、
第
七
十
四
条
の
二
十
一
第
三
項
、
第
八

十
八
条
第
三
項
、
第
百
四
十
四
条
の
四
十
五
第
三
項
、
第
百

六
十
九
条
第
三
項
、
、
第
七
百
四
十
五
条
第
三
項
で
準
用
す
る

第
三
百
六
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
三
十
三
条
の
十

七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
者
若
し
く
は
特
別
徴
収
義
務

者
の
県
税
の
不
足
税
額
等
に
係
る
延
滞
金
額
を
減
免
す
る
場

合
又
は
法
第
六
十
四
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
四
十
五
第

四
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
三
第
二
項
、
第
七
十
三
条
の
三

十
二
第
二
項
、
第
七
十
四
条
の
二
十
二
第
三
項
、
第
八
十
九

条
第
二
項
、
第
百
四
十
四
条
の
四
十
六
第
二
項
、
第
百
六
十

五
条
第
三
項 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
、
第
百
九
十
六

条
第
二
項
、
第
七
百
四
十
五
条
第
一
項
で
準
用
す
る
第
三
百

六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
百
条
の
六
十
三
第
二
項
若
し
く
は

第
七
百
三
十
三
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
者
若

し
く
は
特
別
徴
収
義
務
者
の
納
期
限
後
の
納
付
又
は
納
入
に

係
る
県
税
に
係
る
延
滞
金
額
を
減
免
す
る
場
合
の
「
や
む
を

得
な
い
理
由
」
又
は
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

略 

 

（
過
誤
納
金
等
の
還
付
の
手
続
） 

第
三
十
条 

過
誤
納
金
等
を
還
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に

掲
げ
る
還
付
金
等
の
還
付
に
つ
い
て
は
、
主
務
職
員
の
還
付

の
要
求
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

略 

四 

条
例
第
二
十
条
の
二
十
三
第
九
項
、
第
二
十
条
の
三
十

五
第
一
項(

第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条

の
三
十
五
の
三
第
三
項
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
の
六
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

若
し
く
は
第
二

十
条
の
三
十
五
の
四
第
四
項(

第
二
十
条
の
三
十
五
の
五
第

二
項
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
に

（
納
付
書
及
び
納
入
書
の
様
式)

 

第
十
三
条 

略 

２ 

略 

３ 

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
納
税
者
が
徴
収
金
を
納
付
す

る
と
き(

証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
を
除
く
。)

は
、
第
十

七
号
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
つ
て
納
付
す
る
も
の
と
す

る
。 

４
～
６ 

略 

 

（
延
滞
金
の
減
免
） 

第
二
十
六
条 

所
長
が
法
第
五
十
六
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条

の
四
十
四
第
五
項
、
第
七
十
四
条
の
二
十
一
第
三
項
、
第
八

十
八
条
第
三
項
、
第
百
四
十
四
条
の
四
十
五
第
三
項
、
第
百

六
十
九
条
第
三
項
、
第
七
百
四
十
五
条
第
三
項
で
準
用
す
る

第
三
百
六
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
三
十
三
条
の
十

七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
者
若
し
く
は
特
別
徴
収
義
務

者
の
県
税
の
不
足
税
額
等
に
係
る
延
滞
金
額
を
減
免
す
る
場

合
又
は
法
第
六
十
四
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
四
十
五
第

四
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
三
第
二
項
、
第
七
十
三
条
の
三

十
二
第
二
項
、
第
七
十
四
条
の
二
十
二
第
三
項
、
第
八
十
九

条
第
二
項
、
第
百
四
十
四
条
の
四
十
六
第
二
項
、
第
百
七
十

条
第
二
項
、
第
百
七
十
七
条
の
十
八
第
三
項
、
第
百
九
十
六

条
第
二
項
、
第
七
百
四
十
五
条
第
一
項
で
準
用
す
る
第
三
百

六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
百
条
の
六
十
三
第
二
項
若
し
く
は

第
七
百
三
十
三
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
者
若

し
く
は
特
別
徴
収
義
務
者
の
納
期
限
後
の
納
付
又
は
納
入
に

係
る
県
税
に
係
る
延
滞
金
額
を
減
免
す
る
場
合
の
「
や
む
を

得
な
い
理
由
」
又
は
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

略 

 

（
過
誤
納
金
等
の
還
付
の
手
続
） 

第
三
十
条 

過
誤
納
金
等
を
還
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に

掲
げ
る
還
付
金
等
の
還
付
に
つ
い
て
は
、
主
務
職
員
の
還
付

の
要
求
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

略 

四 

条
例
第
二
十
条
の
二
十
三
第
九
項
、
第
二
十
条
の
三
十

五
第
一
項(

第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
三
項
、
第
二
十

条
の
三
十
五
の
三
第
三
項
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
の
六

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

若
し
く
は

第
二
十
条
の
三
十
五
の
四
第
四
項(

第
二
十
条
の
三
十
五

の
五
第
二
項
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
の
七
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
不
動
産



係
る
還
付
金
、
条
例
第
二
十
条
の
四
十
四
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
県
た
ば
こ
税
に
係
る
還
付
金
、
条
例
第
五
十
七
条

の
三
第
六
項
若
し
く
は
第
五
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
還
付
金
又
は
法

第
百
四
十
四
条
の
三
十
第
一
項
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条

の
三
十
一
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
軽
油
引
取
税
に
係
る
還
付
金
で
還
付
の
申
請
が
あ
つ

た
も
の 

五 

略 

２
及
び
３ 

略 

                                      

取
得
税
に
係
る
還
付
金
、
条
例
第
二
十
条
の
四
十
四
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
県
た
ば
こ
税
に
係
る
還
付
金
、
条
例
第

五
十
七
条
の
三
第
六
項
若
し
く
は
第
五
十
七
条
の
四
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
還
付

金
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
第
一
項
若
し
く
は
第
百

四
十
四
条
の
三
十
一
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
に
係
る
還
付
金
で
還
付
の
申

請
が
あ
つ
た
も
の 

五 

略 

２
及
び
３ 

略 

 

（
環
境
性
能
割
の
申
告
書
等
） 

第
七
十
一
条
の
二 

条
例
第
五
十
六
条
第
一
項
の
申
告
書
及
び

同
条
第
二
項
の
報
告
書
は
、
第
百
十
二
号
様
式
、
第
百
十
三

号
様
式
又
は
第
百
二
十
一
号
の
七
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
譲
渡
担
保
財
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の

納
税
義
務
の
免
除
等
の
手
続
） 

第
七
十
一
条
の
三 

条
例
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
の
申
告
書

は
、
第
百
二
十
一
号
の
八
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

所
長
は
、
前
項
の
申
告
書
に
よ
る
申
告
に
対
す
る
処
分
を

決
定
し
た
と
き
又
は
条
例
第
五
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
徴
収
猶
予
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
第
百
二
十
一
号

の
九
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
申
告
者
又
は
徴
収
猶
予
を

受
け
て
い
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
五
十
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能

割
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
百
二
十
一
号
の
八

様
式
に
よ
る
申
請
書
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

所
長
は
、
条
例
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

納
税
義
務
を
免
除
し
た
と
き
は
、
第
百
二
十
一
号
の
十
様
式

に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
納
税
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
自
動
車
の
返
還
が
あ
つ
た
場
合
の
環
境
性
能
割
の
納
税
義

務
の
免
除
又
は
還
付
の
手
続
） 

第
七
十
一
条
の
四 

条
例
第
五
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
環

境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
第
百
二
十
一
号
の
十
一
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
所

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
長
は
、
条
例
第
五
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
納
税
の

義
務
を
免
除
し
た
と
き
は
、
第
百
二
十
一
号
の
十
様
式
に
よ

る
通
知
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
十
の
規
則
で
定
め
る
路
線
） 

第
七
十
一
条
の
五 

条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
十
に
規
定
す
る



        

（
自
動
車
税
の
申
告
書
等
） 

第
七
十
二
条 

条
例
第
五
十
七
条
の
十
一
の
申
告
書
は
、
第
百

十
二
号
様
式
又
は
第
百
十
三
号
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

他
の
都
道
府
県
に
お
い
て
自
動
車
税 
を
賦
課
さ
れ
た
者

が
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
後
同
一

の
自
動
車
に
つ
い
て
県
内
に
お
い
て
納
税
義
務
が
発
生
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
を
提
出
す
る
際
に
当
該

事
実
を
証
す
る
書
類
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
自
動
車
税
の
納
付
義
務
免
除
の
申
告
書
等
） 

第
七
十
二
条
の
二 

法
第
十
一
条
の
十
第
三
項
の
申
告
は
、
第

百
十
三
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
告
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
申
告
に
対
し
て
処
分
を
決
定
し
た
と
き

は
、
第
百
十
三
号
の
四
様
式
に
よ
り
申
告
等
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
所
有
権
留
保
付
自
動
車
に
係
る
売
主
の
報
告
） 

第
七
十
二
条
の
三 

知
事
が
、
条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
の
自

動
車
の
売
主
に
対
し
条
例
第
五
十
七
条
の
二 

の
規
定
に
よ

り
、
当
該
自
動
車
の
買
主
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
条
例
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
報
告

を
求
め
る
と
き
は
、
第
百
十
三
号
の
五
様
式
に
よ
る
も
の
と

し
、
こ
れ
に
対
す
る
当
該
売
主
の
報
告
は
、
第
百
十
三
号
の

六
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
税
に
係
る
証
明
書
） 

第
七
十
三
条 

条
例
第
五
十
七
条
の
四 

の
証
明
書
は
、
第
百

十
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

様
式
目
次 

様 

式

番 

号 

件 
 

名 

関 

係 

条 

文 

条 

例 

規 

則 

一
～
百

十 百
十
一 

略 

 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
課
税
免

除
申
請
書 

略 

 

五
十
条 

略 

 

七
十
一
条 

  

規
則
で
定
め
る
路
線
は
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、
福
岡
県
バ
ス
運
行

対
策
費
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日

十
三
交
対
第
二
百
二
十
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
地
域
間

幹
線
系
統
確
保
維
持
費
補
助
金
の
う
ち
車
両
減
価
償
却
費
等

補
助
金
を
受
け
て
運
行
を
す
る
路
線
と
す
る
。 

 

（
種
別
割 

の
申
告
書
等
） 

第
七
十
二
条 

条
例
第
五
十
七
条
の
十
一
の
申
告
書
は
、
第
百

十
二
号
様
式
又
は
第
百
十
三
号
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

他
の
都
道
府
県
に
お
い
て
種
別
割 

を
賦
課
さ
れ
た
者
が

当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
後
同
一
の

自
動
車
に
つ
い
て
県
内
に
お
い
て
納
税
義
務
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
を
提
出
す
る
際
に
当
該
事

実
を
証
す
る
書
類
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
（
種
別
割 

の
納
付
義
務
免
除
の
申
告
書
等
） 

第
七
十
二
条
の
二 

法
第
十
一
条
の
十
第
三
項
の
申
告
は
、
第

百
十
三
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
告
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
申
告
に
対
し
て
処
分
を
決
定
し
た
と
き

は
、
第
百
十
三
号
の
四
様
式
に
よ
り
申
告
等
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
所
有
権
留
保
付
自
動
車
に
係
る
売
主
の
報
告
） 

第
七
十
二
条
の
三 

知
事
が
、
条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
の
自

動
車
の
売
主
に
対
し
条
例
第
五
十
七
条
の
十
二
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
自
動
車
の
買
主
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
条
例
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
報
告

を
求
め
る
と
き
は
、
第
百
十
三
号
の
五
様
式
に
よ
る
も
の
と

し
、
こ
れ
に
対
す
る
当
該
売
主
の
報
告
は
、
第
百
十
三
号
の

六
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
種
別
割 

に
係
る
証
明
書
） 

第
七
十
三
条 

条
例
第
五
十
七
条
の
十
四
の
証
明
書
は
、
第
百

十
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

様
式
目
次 

様 

式

番 

号 

件 
 

名 

関 

係 

条 

文 

条 

例 

規 

則 

一
～
百

十 百
十
一 

略 

 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
課
税
免

除
申
請
書 

略 

 

五
十
条 

略 

 

七
十
一
条 

  



百
十
一

の
二 

略 

 

略 

略 
百
十
一

の
三 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
の
課
税

免
除
決
定
通
知

書 

五
十
条 

七
十
一
条 

百
十
二 

自
動
車
税
（
環 

境
性
能
割
・
種 

別
割
）
申
告
書

（
報
告
書
）（

そ
の
一
、
そ
の

二
、
そ
の
三
、

そ
の
四
）（
新

規
用
） 

五
十
七
条 

五
十
七
条

の
十
一 

七
十
一
条

の
二 

七
十
二
条 

百
十
三 

自
動
車
税
（
環 

境
性
能
割
・
種

別
割
）
申
告
書

（
報
告
書
）（

そ
の
一
、
そ
の

二
、
そ
の
三
、

そ
の
四
）（
移

転
変
更
用
及
び

抹
消
・
転
出
用

） 

五
十
七
条 

五
十
七
条

の
十
一 

七
十
一
条

の
二 

七
十
二
条 

百
十
三

の
二 

略 
 

 

百
十
三

の
三 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
第
二
次

納
税
義
務
免
除

申
告
書 

 

七
十
二
条

の
二 

百
十
三

の
四 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
第
二
次

納
税
義
務
免
除

承
認
（
不
承
認

）
通
知
書 

 

七
十
二
条

の
二 

百
十
三

の
五 

所
有
権
留
保
付

自
動
車
の
買
主

の
住
所
等
に
係

る
報
告
の
請
求

書
（
そ
の
一
、

そ
の
二
、
そ
の

三
） 

五
十
七
条

の
二 

 

七
十
二
条

の
三 

百
十
三

の
六 

所
有
権
留
保
付

自
動
車
の
買
主

の
住
所
等
報
告

書
（
そ
の
一
、

そ
の
二
、
そ
の

三
） 

五
十
七
条

の
二 

 

七
十
二
条

の
三 

百
十
四 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
納
税
証

明
書
（
そ
の
一

五
十
七
条

の
四 

 

七
十
三
条 

百
十
一

の
二 

略 

 

略 

略 

百
十
一

の
三 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
の
課
税

免
除
決
定
通
知

書 

五
十
条 

七
十
一
条 

百
十
二 

自
動
車
税
（
環 

境
性
能
割
・
種 

別
割
）
申
告
書

（
報
告
書
）（

そ
の
一
、
そ
の

二
、
そ
の
三
、

そ
の
四
）（
新

規
用
） 

五
十
六
条 

五
十
七
条

の
十
一 

 

七
十
一
条

の
二 

七
十
二
条 

百
十
三 

自
動
車
税
（
環 

境
性
能
割
・
種

別
割
）
申
告
書

（
報
告
書
）（

そ
の
一
、
そ
の

二
、
そ
の
三
、

そ
の
四
）（
移

転
変
更
用
及
び

抹
消
・
転
出
用

） 

五
十
六
条 

五
十
七
条

の
十
一 

 

七
十
一
条

の
二 

七
十
二
条 

百
十
三

の
二 

略 
 

 

百
十
三

の
三 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
第
二
次

納
税
義
務
免
除

申
告
書 

 

七
十
二
条

の
二 

百
十
三

の
四 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
第
二
次

納
税
義
務
免
除

承
認
（
不
承
認

）
通
知
書 

 
七
十
二
条

の
二 

百
十
三

の
五 

所
有
権
留
保
付

自
動
車
の
買
主

の
住
所
等
に
係

る
報
告
の
請
求

書
（
そ
の
一
、

そ
の
二
、
そ
の

三
） 

五
十
七
条

の
十
二 

七
十
二
条

の
三 

百
十
三

の
六 

所
有
権
留
保
付

自
動
車
の
買
主

の
住
所
等
報
告

書
（
そ
の
一
、

そ
の
二
、
そ
の

三
） 

五
十
七
条

の
十
二 

七
十
二
条

の
三 

百
十
四 

自
動
車
税
（
種

別
割
）
納
税
証

明
書
（
そ
の
一

五
十
七
条

の
十
四 

七
十
三
条 



、
そ
の
二
） 

百
十
五

～
百
二

十
一
の

六 

  

略 

略 

略 

百
二
十

一
の
七 

      

（
削
除
） 

 
  

百
二
十

一
の
八 

（
削
除
） 

          

 
 

百
二
十

一
の
九 

（
削
除
） 

      

 
 

百
二
十

一
の
十 

    

百
二
十 

一
の
十 

（
削
除
） 

     

（
削
除
） 

      

      

一 
        

 
 

百
二
十

二
～
百

略 

略 

略 

、
そ
の
二
） 

百
十
五

～
百
二

十
一
の

六 百
二
十

一
の
六 

略 

   

（
削
除
） 

略 

略 

百
二
十

一
の
七 

自

動

車

税 
 

 
 
 
 
 

（ 

軽
自
動
車
税 

環
境
性
能
割
） 

修
正
申
告
書
（

そ
の
一
、
そ
の

二
、
そ
の
三
、

そ
の
四
） 

五
十
六
条 

七
十
一
条

の
二 

 

百
二
十

一
の
八 

自

動

車

税 
 

 
 
 
 
 

（ 

軽
自
動
車
税 

環
境
性
能
割
）

あ
納
税
義
務
免

の 

還 

付 

申 
 

除
申
告
書 

 
 
 
 

（
譲 

請 
書 

渡
担
保
関
係
） 

五
十
七
条

の
三 

七
十
一
条

の
三 

 

百
二
十

一
の
九 

自

動

車

税 
 

 
 
 
 
 

（ 

軽
自
動
車
税 

環
境
性
能
割
）

徴
収
猶
予
許
可

（
不
許
可
、
取

消
）
通
知
書 

五
十
七
条

の
三 

七
十
一
条

の
三 

 

百
二
十

一
の
十 

    

百
二
十 

一
の
十 

自

動

車

税 
 

 
 
 
 
 

（ 

軽
自
動
車
税 

環
境
性
能
割
）

納
税
義
務
免
除

通
知
書 

自

動

車

税 
 

 
 
 
 
 

（ 

五
十
七
条

の
三 

    

五
十
七
条 

の
四 

七
十
一
条

の
三 

    

七
十
一
条 

の
四 

一 

軽
自
動
車
税 

環
境
性
能
割
） 

納
税
義
務
免 

の 

還 

付 

申 

除
申
請
書 

 

あ
請 

書 

 
 

百
二
十

二
～
百

略 

略 

略 



四
十
二 

 

四
十
二 

 

 




































































































































